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議
員

自
治
基
本
条
例
は
、

自
治
体
の
憲
法
と
も
言
わ
れ

て
お
り
、
本
市
も
今
年
度
か

ら
本
格
的
に
条
例
制
定
の
動

き
が
始
ま
っ
た
。
条
例
の
制

定
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
条

例
が
指
し
示
す
「
ま
ち
づ
く

り
」
の
理
念
が
大
変
重
要
で

あ
る
と
思
う
。
市
長
は
ど
の

よ
う
に
考
え
、
条
例
に
盛
り

込
む
の
か
、
伺
い
た
い
。

市
長

条
例
に
は
本
市
の
目

指
す
べ
き
ま
ち
の
姿
を
描
き
、

そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
市

民
と
自
治
体
が
そ
れ
ぞ
れ
果

た
す
べ
き
役
割
と
責
務
を
明

確
に
し
、
市
民
と
自
治
体
が

協
働
し
て
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
た
め
の
ル
ー
ル
を
定
め

る
も
の
で
あ
る
。
条
例
に
盛

り
込
む
べ
き
理
念
や
目
標
、

ル
ー
ル
な
ど
は
市
民
主
体
で

検
討
す
る
こ
と
を
優
先
す
べ

き
で
あ
る
と
考
え
、
公
募
市

民
に
よ
る
市
民
委
員
会
を
立

ち
上
げ
た
。
最
終
的
に
は
、

私
の
思
い
も
入
れ
て
、
真
の

意
味
で
の
地
方
主
権
・
住
民

主
体
の
ま
ち
づ
く
り
の
条
例

を
策
定
し
た
い
。

議
員

本
市
の
独
自
性
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
、

条
例
に
盛
り
込
む
考
え
な
の

か
、
見
解
を
聞
き
た
い
。

市
長

条
例
に
は
、
本
市
の

特
性
に
基
づ
い
た
独
自
性
が

求
め
ら
れ
て
お
り
、
本
市
が

ど
の
よ
う
な
ま
ち
で
あ
る
の

は
、
本
年
二
月
に
原
則
三
〇

人
を
定
員
と
し
て
、
本
市
で

初
め
て
完
全
公
募
方
式
で
募

集
し
た
。
市
民
か
ら
五
八
人

の
応
募
が
あ
り
、
応
募
動
機

な
ど
か
ら
条
例
へ
か
か
わ
り

た
い
と
い
う
思
い
や
熱
意
を

感
じ
、
応
募
市
民
の
気
持
ち

を
大
切
に
し
た
い
と
考
え
た

の
で
、
応
募
者
全
員
を
委
員

と
し
て
依
頼
し
た
も
の
で
あ

る
。

議
員

今
後
、
市
民
委
員
会

は
ど
の
よ
う
な
頻
度
で
開
催

さ
れ
、
い
つ
ご
ろ
ま
で
に
市

民
委
員
会
と
し
て
の
結
論
を

出
す
予
定
な
の
か
。

市
長

現
在
、
月
二
回
の
ペ

ー
ス
で
開
催
さ
れ
て
い
る
が
、

今
後
、
市
民
委
員
会
の
自
ら

の
判
断
で
、
進
捗
状
況
に
応

じ
て
開
催
さ
れ
る
も
の
と
考

え
て
い
る
。
ま
た
、
結
論
は
、

平
成
十
七
年
五
月
を
目
標
に

依
頼
し
て
あ
る
が
、
柔
軟
に

対
応
し
て
い
き
た
い
。

今
定
例
会
の
総
括
質
問
で
は
、
自
治
基
本
条
例
の
理
念
や
取
り
組
み
内
容
の
質
疑

が
あ
っ
た
ほ
か
、
ま
ち
づ
く
り
の
分
野
で
は
、
都
市
計
画
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正

や
花
と
緑
の
ふ
れ
あ
い
拠
点
（
仮
称
）
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
福
祉
の
分
野
で
は
、

（
仮
称
）
平
塚
市
保
健
セ
ン
タ
ー
整
備
事
業
に
係
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
の
断
念
に
つ
い
て
、

教
育
の
分
野
で
は
、
子
供
の
安
全
対
策
や
文
化
芸
術
振
興
な
ど
に
つ
い
て
質
疑
が
行

わ
れ
た
ほ
か
、
湘
南
ベ
ル
マ
ー
レ
の
支
援
に
つ
い
て
も
議
論
が
及
び
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
質
疑
内
容
を
、
各
常
任
委
員
会
で
の
質
疑
も
併
せ
て
二
〜
七
面
に
ご
紹

介
し
ま
す
。（
質
問
を
行
っ
た
議
員
名
は
、
こ
の
紙
面
の
下
段
に
、
ま
た
、
五
月
の
臨

時
会
で
改
選
さ
れ
た
四
常
任
委
員
会
お
よ
び
議
会
運
営
委
員
会
の
委
員
の
構
成
を
八

面
に
掲
載
し
ま
す
。）

自 治 基本条例�自 治 基本条例�自 治 基本条例�

理念・目標など検討�
制定に向けて市民委員会を設置�

ワークショップ形式での市民委員会

議
員

条
例
内
容
を
検
討
す

る
た
め
、
既
に
市
民
委
員
会

委
員
五
八
人
が
選
任
さ
れ
、

審
議
が
始
ま
っ
て
い
る
。
五

八
人
と
い
う
多
く
の
委
員
は
、

ど
の
よ
う
に
選
任
さ
れ
た
の

か
伺
い
た
い
。

市
長

市
民
委
員
会
の
委
員

議
員

自
治
基
本
条
例
が
制

定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
他

の
関
連
条
例
や
規
則
、
要
綱

等
を
並
行
し
て
検
討
、
策
定

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思

う
。
見
解
を
聞
き
た
い
。

市
長

自
治
基
本
条
例
は
、

条
例
体
系
の
最
上
位
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の

で
、
関
連
す
る
条
例
、
規
則
、

要
綱
等
が
自
治
基
本
条
例
の

理
念
に
合
致
し
て
い
る
か
ど

う
か
、
確
認
す
る
必
要
が
あ

る
。
自
治
基
本
条
例
の
全
容

が
あ
る
程
度
見
え
て
き
た
段

階
で
、
庁
内
に
お
い
て
、
施

行
さ
れ
て
い
る
条
例
等
の
洗

い
出
し
、
確
認
、
検
討
作
業

を
行
っ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

市
出
資
の
外
郭
団
体

求
め
ら
れ
る
効
率
的
な
経
営

議
員

財
団
法
人
平
塚
市
開

発
公
社
な
ど
本
市
の
外
郭
団

体
の
あ
り
方
や
事
業
内
容
に

つ
い
て
は
、
第
四
次
平
塚
市

行
政
改
革
大
綱
で
も
取
り
上

げ
ら
れ
、「
経
営
状
況
を
見

直
す
と
と
も
に
効
率
的
運
営

に
努
め
る
」
と
さ
れ
て
い
る

が
、
外
郭
団
体
の
経
営
の
見

直
し
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
の
か
。

総
務
部
長

本
市
が
出
資
し

て
い
る
外
郭
団
体
は
市
の
施

策
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て

受
託
事
業
や
自
主
事
業
を
行

っ
て
お
り
、
景
気
低
迷
が
長

引
く
中
、
経
営
の
順
調
な
団

体
も
あ
る
。
各
外
郭
団
体
と

も
設
立
目
的
の
原
点
に
立
っ

た
上
で
、
一
つ
の
独
立
し
た

経
営
事
業
体
と
し
て
厳
し
く

見
直
す
と
と
も
に
効
率
的
経

営
の
実
施
を
目
指
し
て
い
く
。

議
員

国
で
も
さ
ま
ざ
ま
な

行
革
を
行
っ
て
い
る
。
本
市

も
財
団
等
の
合
併
を
視
野
に

入
れ
、
簡
素
化
す
べ
き
と
考

え
る
が
見
解
を
伺
い
た
い
。

総
務
部
長

土
地
開
発
公
社

に
つ
い
て
は
、
土
地
の
取
得

件
数
が
減
っ
て
お
り
、
他
市

で
も
廃
止
の
検
討
を
し
て
い

る
。
ま
た
、
文
化
財
団
等
は
、

他
市
の
事
例
を
踏
ま
え
、
今

後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

議
員

外
郭
団
体
に
対
し

て
、
市
職
員
が
派
遣
さ
れ
て

い
る
が
、
今
後
の
派
遣
の
考

え
方
を
聞
き
た
い
。

企
画
部
長

外
郭
団
体
へ
の

職
員
の
派
遣
は
、
市
職
員
の

専
門
的
な
知
識
・
能
力
の
活

用
に
よ
る
円
滑
な
事
業
の
推

進
が
求
め
ら
れ
て
い
る
た
め

で
あ
り
、「
公
益
法
人
等
へ

の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の

派
遣
等
に
関
す
る
法
律
」
の

趣
旨
に
基
づ
き
、
外
郭
団
体

の
要
請
に
よ
り
行
う
も
の
で

あ
る
が
、
市
職
員
の
人
的
援

助
の
必
要
性
の
有
無
等
を
詳

細
に
検
討
し
、
必
要
最
小
限

の
職
員
の
派
遣
と
し
た
い
。

来
庁
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
向
上

窓
口
案
内
な
ど
の
充
実
を

議
員

三
月
下
旬
か
ら
四
月

上
旬
の
転
出
・
転
入
等
が
多

い
時
期
に
、
本
市
で
は
今
年

初
め
て
届
け
出
関
係
の
窓
口

の
土
・
日
曜
日
の
開
庁
を
実

施
し
た
。
例
年
と
比
較
す
る

と
平
日
の
混
雑
が
軽
減
さ
れ
、

開
庁
の
効
果
が
あ
っ
た
と
聞

く
。
今
後
の
窓
口
サ
ー
ビ
ス

向
上
の
た
め
の
取
り
組
み
を

聞
き
た
い
。

企
画
部
長

窓
口
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
に
つ
い
て
は
、
市
民

の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
多
様

化
し
て
い
る
現
状
に
お
い
て
、

土
・
日
曜
日
の
窓
口
開
庁
、

あ
る
い
は
平
日
の
業
務
時
間

の
延
長
な
ど
も
行
政
サ
ー
ビ

ス
向
上
の
観
点
か
ら
検
討
し

て
い
く
こ
と
が
必
要
と
認
識

し
て
い
る
が
、
職
員
体
制
の

問
題
を
は
じ
め
、
光
熱
費
等

の
施
設
管
理
費
、
費
用
対
効

果
な
ど
の
諸
課
題
も
あ
る
の

で
検
討
を
重
ね
、
可
能
性
を

探
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

議
員

来
庁
者
か
ら
各
課
の

窓
口
配
置
が
分
か
り
に
く
い

と
の
声
が
あ
る
の
で
、
各
課

窓
口
ま
で
の
案
内
や
申
請
手

続
き
の
手
伝
い
を
す
る
（
仮

称
）
フ
ロ
ア
ー
ガ
イ
ド
を
行

っ
た
ら
ど
う
か
。

企
画
部
長

案
内
窓
口
の
従

事
者
二
人
の
内
、
一
人
が
状

況
に
応
じ
フ
ロ
ア
ー
に
出
て
、

積
極
的
に
案
内
業
務
を
行
う

と
と
も
に
、
職
員
が
来
庁
者

に
積
極
的
に
声
を
か
け
、
案

内
す
る
な
ど
全
庁
を
挙
げ
て

対
応
し
て
い
る
。
併
せ
て
、

各
課
の
配
置
や
業
務
案
内
に

つ
い
て
も
、
表
示
の
工
夫
な

ど
市
民
に
分
か
り
や
す
い
案

内
に
努
め
た
い
。

る
策
定
委
員
会
が
設
置
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
と
思
う
が
、

策
定
委
員
会
は
ど
の
よ
う
な

委
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、

い
つ
頃
設
置
さ
れ
る
の
か
。

市
長

策
定
委
員
会
は
、
学

識
経
験
者
三
人
の
ほ
か
、
平

塚
市
自
治
会
連
絡
協
議
会
、

平
塚
商
工
会
議
所
お
よ
び
湘

南
農
業
協
同
組
合
か
ら
推
薦

さ
れ
た
方
、
そ
し
て
市
民
委

員
会
の
代
表
者
四
人
の
計
一

〇
人
の
委
員
で
組
織
し
た
い
。

第
一
回
目
の
策
定
委
員
会
は
、

す
べ
て
の
委
員
が
決
ま
り
次

第
、
開
催
し
た
い
。

議
員

検
討
組
織
の
総
意
と

し
て
条
例
の
素
案
を
提
案
す

か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
ま
ち

を
目
指
す
べ
き
な
の
か
を
市

民
委
員
会
な
ど
の
検
討
組
織

で
十
分
に
議
論
し
て
も
ら
い

た
い
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る

こ
と
に
よ
り
、
条
例
の
前
文

や
条
文
な
ど
に
独
自
性
が
自

ず
と
盛
り
込
ま
れ
て
い
く
も

の
と
考
え
て
い
る
。

本
会
議
で
総
括
質
問

本
会
議
で
総
括
質
問�

を
行
っ
た
議
員

を
行
っ
た
議
員�

本
会
議
で
総
括
質
問�

を
行
っ
た
議
員�

○
平
塚
ク
ラ
ブ

杉
山
善
彌
・
黒
部
栄
三
・

出
縄
喜
文
・
臼
井
照
人
・

須
藤
量
久
・
吉
野
和
美

○
平
塚
な
で
し
こ
21
議
員
団

府
川
正
明
・
出
村
光
・
栗

田
己
好

○
公
明
党
平
塚
市
議
員
団

松
崎
清
子
・
永
田
美
典

○
日
本
共
産
党
平
塚
市
議
会

議
員
団

松
本
敏
子
・
渡
辺
敏
光

○
神
奈
川
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
動

武
藤
馨
子

○
こ
の
ほ
か
、
無
所
属
の
後

藤
輝
彦
議
員
、
江
口
友
子

議
員
、
端
文
昭
議
員
も
質

問
を
行
い
ま
し
た
。

地

方
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を
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立

地

方

分

権

を

確

立

す

る

た

め

の

真

の�

三
位
一
体
改
革

体
改
革
の
実
現
を
求

実
現
を
求
め
る
意
見
書

意
見
書�

地

方

分

権

を

確

立

す

る

た

め

の

真
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三
位
一
体
改
革
の
実
現
を
求
め
る
意
見
書�

公
募
委
員
58
人

選
任
の
経
過
問
う

素
案
の
策
定
組
織

立
ち
上
げ
の
考
え

他
の
関
連
条
例
等

整
合
性
の
確
認
は

市
職
員
の
派
遣

最
小
限
の
人
員
に

政
府
に
お
い
て
は
、
日
本

経
済
は
回
復
基
調
に
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
本
市
の
地
域
経
済
は
未

だ
回
復
の
兆
し
は
見
ら
れ
ず
、

経
済
の
活
性
化
に
よ
る
地
域

づ
く
り
が
喫
緊
の
課
題
と
な

っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
平
成
十

六
年
度
に
お
け
る
国
の
予
算

編
成
は
、
三
位
一
体
改
革
の

名
の
下
に
、
本
来
あ
る
べ
き

国
・
地
方
を
通
ず
る
構
造
改

革
と
は
異
な
り
、
市
町
村
の

財
政
運
営
の
基
幹
た
る
財
源

で
あ
る
地
方
交
付
税
等
の
地

方
一
般
財
源
の
大
幅
な
削
減

が
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
は
国

の
財
政
健
全
化
方
策
に
特
化

さ
れ
た
も
の
と
受
け
取
ら
ざ

る
を
得
ず
、
地
方
公
共
団
体

の
行
財
政
運
営
の
実
情
を
踏

ま
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
な

い
こ
と
は
誠
に
遺
憾
で
あ
る
。

特
に
、
平
成
十
六
年
度
の

税
源
移
譲
に
つ
い
て
は
、
国

庫
補
助
負
担
金
の
廃
止
に
伴

う
本
格
的
な
税
源
移
譲
が
先

送
り
さ
れ
、
命
綱
で
あ
る
地

方
交
付
税
等
の
地
方
一
般
財

源
の
削
減
の
み
が
突
出
し
た

と
。特

に
、
地
方
交
付
税
総

額
は
、
平
成
十
五
年
度
以

前
の
水
準
以
上
を
確
保

す
る
こ
と
。

二
　
税
源
移
譲
に
つ
い
て
は
、

平
成
十
七
年
度
に
お
い

て
基
幹
税
に
よ
る
三
兆

円
規
模
の
税
源
移
譲
を

先
行
決
定
し
、
実
施
す
る

こ
と
。

三
　
国
庫
補
助
負
担
金
に
つ

い
て
は
、
地
方
分
権
の
理

念
に
沿
っ
た
廃
止
・
縮
減

を
行
う
と
と
も
に
、
地
域

の
実
態
を
踏
ま
え
、
単
な

る
地
方
公
共
団
体
へ
の

負
担
転
嫁
は
絶
対
行
わ

な
い
こ
と
。

四
　
三
位
一
体
改
革
に
当
た

っ
て
は
、
全
体
像
と
工
程

表
を
早
急
に
示
し
、
地
方

公
共
団
体
の
意
向
を
十

分
尊
重
し
、
行
財
政
運
営

に
支
障
が
生
ず
る
こ
と

が
な
い
よ
う
対
処
す
る

こ
と
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九

九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書

を
提
出
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
八
日

平
　
塚
　
市
　
議
　
会

対
策
は
、
本
市
の
行
財
政
運

営
に
致
命
的
な
打
撃
を
与
え
、

市
民
生
活
及
び
地
域
経
済
に

多
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
事

態
を
招
来
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
、
政
府
に

お
い
て
は
、
先
般
の
「
麻
生

プ
ラ
ン
」
に
沿
っ
た
考
え
方

の
下
に
、
去
る
六
月
四
日
に

は
「
経
済
財
政
運
営
と
構
造

改
革
に
関
す
る
基
本
方
針
二

〇
〇
四
」
が
閣
議
決
定
さ
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
住
民

が
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
行
財
政
運
営
が
実
施
で
き

る
改
革
の
実
現
が
極
め
て
重

要
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
政
府
及
び
国
会

に
お
い
て
は
、
二
年
目
を
迎

え
る
三
位
一
体
改
革
が
地
方

分
権
の
理
念
に
基
づ
い
た
真

の
地
方
分
権
改
革
と
な
る
よ

う
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て

そ
の
実
現
を
強
く
求
め
る
。

記

一
　
地
方
交
付
税
制
度
に
つ

い
て
は
、
財
源
保
障
及
び

財
源
調
整
の
両
機
能
を

堅
持
し
、
地
方
の
実
情
等

を
十
分
踏
ま
え
、
そ
の
所

要
総
額
を
確
保
す
る
こ


